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基本目標Ⅰ　多様性を尊重する意識づくり

成果指標　■ジェンダーによる不平等を感じる割合　　R4（2022）年度：52.8％　⇒　R9（2027）年度：40.0％

基準値 [計画策定時] 目標値

（年度） （年度）

施策の方向１　男女が個人として尊重される人権意識の普及・啓発

（１）男女共同参画意識を高めるための広報・啓発を行います

①ウィズのホームページ年間アクセス数 共生社会課
8,110件
（R4）

12,000件
（R10）

②ウィズの認知度 共生社会課
25.2％
（R4）

35.0％
（R9）

（２）性別による固定的役割分担意識の見直しを進めます

③「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方に
「反対」又は「どちらかといえば反対」と答える割合

共生社会課
59.9％
（R4）

70.0％
（R9）

④ウィズ出前講座受講団体数（累計） 共生社会課
29団体
（R4）

63団体
（R10）

⑤性的マイノリティの認知度 共生社会課
51.1％
（R4）

75.0％
（R9）

施策の方向２　男女共同参画を推進する教育と学習の充実

（１）あらゆる世代が男女共同参画を学べる機会を充実します

①ウィズ講座等年間参加者数 共生社会課
1,255人
（R4）

1,255人
（R10）

②チェリア塾基本コース修了市民数（累計） 共生社会課
46人
（R4）

53人
（R10）

③学級生活をよりよくするために学級会で話し合い、互いの意見のよさを
生かして解決方法を決めているかに「あてはまる」と答える割合 学校教育課

47.8％
（R5）

70％
（R10）

（２）男女共同参画に関する情報を収集・調査し発信します

④ウィズのホームページ年間アクセス数［再掲］ 共生社会課
8,110件
（R4）

12,000件
（R10）

⑤ウィズ図書の年間貸出冊数 共生社会課
45冊
（R4）

70冊
（R10）

資料１　　第２次酒田市男女共同参画推進計画（後期計画）における数値目標

主な担当課項　　目

46



基本目標Ⅱ　男女がともに支えあう社会づくり

成果指標　■審議会等委員への女性の登用率　　R4（2022年度）：34.5％　⇒　R9（2027）年度：40.0％

基準値 [計画策定時] 目標値

（年度） （年度）

施策の方向３　政策・方針決定過程における女性の参画促進

（１）政治、行政の施策・方針決定過程への女性の参画を促進します

①市議会議員選挙立候補者に占める女性の割合 共生社会課
13.3％
（R3）

26.6％
（R10）

②行政委員会委員に占める女性の割合 各行政委員担当課
19.0％
（R4）

25.0％
（R10）

③市役所管理職（課長級以上）に占める女性の割合 人事課
20.0％
（R5）

25％
（R10）

④市役所職員（課長補佐級・主査級）に占める女性の割合
※ただし副主幹を除く

人事課
19.5％
（R5）

40％
（R10）

⑤市役所職員（係長級）に占める女性の割合 人事課
48.8％
（R5）

50％
（R10）

（２）企業や団体等の方針決定の場における男女共同参画を促進します

（３）人材の育成とネットワークづくりを進めます

⑥ウィズサポーター登録者数 共生社会課
11人
（R4）

12人
（R10）

⑦ウィズ登録団体数 共生社会課
14団体

（R5.12）
19団体
（R10）

施策の方向４　地域社会における男女共同参画の推進

（１）地域活動等における身近な男女共同参画を促進します

①自治会長に占める女性の割合 まちづくり推進課
1.1％
（R4）

2.2％
（R10）

②コミュニティ振興会の会長・副会長・事務局長に占める女
性の割合

まちづくり推進課
11.3％
（R5）

15.0％
（R10）

（２）防災分野における男女共同参画を促進します

③消防士のうち女性の人数 消防本部
2人

（R5）
11人

（R10）

④防災士のうち女性の人数 危機管理課
44人
（R5）

72人
（R10）

（３）多様な人材の社会活動への参画を促進します

⑤障がい者雇用率 地域福祉課
2.15％
（R4）

2.40％
（R9）

⑥国際交流サロン利用者数 共生社会課
6,193人
（R4）

15,000人
（R9）

項　　目 主な担当課
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基本目標Ⅲ　いきいきと働くことができる環境づくり

成果指標　■職場における男女の不平等を感じる割合　　R4（2022年度）：59.3％　⇒　R9（2027）年度：40.0％

　　　　　■家庭における男女の不平等を感じる割合　　R4（2022年度）：59.1％　⇒　R9（2027）年度：40.0％

基準値 [計画策定時] 目標値

（年度） （年度）

施策の方向５　職域における男女の均等な機会と待遇の確保

（１）雇用等における男女の均等な機会と待遇を確保します

①女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」市内企業数 商工港湾課
7社

（R5.10）
12社

（R10）

②女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定」市内
企業数（努力義務企業）

商工港湾課
14社

（R5.11）
30社

（R10）

③日本一女性が働きやすいまち宣言に賛同するリーダーの会
会員企業数

商工港湾課
120社

（R5.12）
250社
（R10）

④男性を100とした場合の女性の給与収入の水準 商工港湾課
64

（R4）
68

（R9）

⑤女性応援ポータルサイトアクセス件数 商工港湾課
42,004件
（R4）

50,500件
（R10）

⑥市役所管理職（課長級以上）に占める女性の割合［再掲］ 人事課
20.0％
（R5）

25％
（R10）

（２）自営業等における男女共同参画を促進します

⑦農業委員に占める女性の割合 農業委員会
13.8％
（R4）

20％
（R10）

⑧家族経営協定締結農家数（累計） 農業委員会
145件
（R4）

増加
（R10）

施策の方向６　ワーク・ライフ・バランスの推進

（１）ワーク・ライフ・バランスに配慮した職場環境づくりを推進します

①女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」市内企業数　[再
掲]

商工港湾課
7社

（R5.10）
12社

（R10）

②女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定」市内
企業数（努力義務企業）［再掲］

商工港湾課
14社

（R5.11）
30社

（R10）

③日本一女性が働きやすいまち宣言に賛同するリーダーの会
会員企業数［再掲］

商工港湾課
120社

（R5.12）
250社
（R10）

④自分らしくを応援するポータルサイトにおける職場インタ
ビュー掲載企業数（累計）

商工港湾課
14社

（R5.12）
24社

（R10）

⑤市役所男性職員の育児休業取得割合 人事課
44.4％
（R4）

85％
（R10）

⑥市役所職員の時間外勤務年間平均時間数 人事課
86.6時間
（R4）

減少

項　　目 主な担当課
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基準値 [計画策定時] 目標値

（年度） （年度）

（２）家庭生活における男女共同参画を促進します

⑦家事に関するウィズ講座受講者が実践しようと思った割合 共生社会課
86.7％

（R3～R5）
90.0％

（R6～R10）

（３）子育て、介護のための社会的支援を充実します

⑧希望どおりに子育て支援事業を利用できたと感じる割合 こども未来課
73.0％
（H30）

80.0％
（R9）

⑨学童保育所の待機児童数 保育こども園課
10人
（R3）

0人
（R9）

施策の方向７　多様な分野での女性の活躍の推進

（１）女性のスキルアップ機会を充実します

①女性応援ポータルサイトアクセス件数［再掲］ 商工港湾課
42,004件
（R4）

50,500件
（R10）

（２）女性のチャレンジを支援します

②サンロクが支援した創業者のうち女性の占める割合 商工港湾課
40.6％
（R4）

50.0％
（R10）

③高校生向け講座年間受講学校数 商工港湾課
1校

（R4）
3校

（R10）

（３）性別により職域を限定しない働き方を促進します

④消防士のうち女性の人数［再掲］ 消防本部
2人

（R5）
11人

（R10）

項　　目 主な担当課
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基本目標Ⅳ　安心して暮らせる環境づくり

成果指標　■ＤＶ被害にあったことがある割合　　R4（2022年度）： 5.8％　⇒　R9（2027）年度： 1.3％

　　　　　■ＤＶ被害者のうちどこ（誰）にも相談しなかった割合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　R4（2022年度）：43.5％　⇒　R9（2027）年度：25.4％

基準値 [計画策定時] 目標値

（年度） （年度）

施策の方向8　あらゆる暴力の根絶とサポート体制の充実

（１）女性に対する暴力を防ぐ環境を整えます

①デートＤＶ防止講座年間受講学校数 共生社会課
1校

（R4）
2校

（R10）

（２）相談体制、サポート体制を充実します

②ウィズの認知度［再掲］ 共生社会課
25.2％
（R4）

35.0％
（R10）

施策の方向９　生涯を通じた健康づくりの推進

（１）性差に対する理解と生涯を通じた健康づくりを促進します

①子宮頸がん検診受診率 健康課
56.2％
（R4）

70％
（R15）

②乳がん検診受診率 健康課
43.9％
（R4）

70％
（R15）

③自殺死亡率（人口10万人当たり自殺者数） 健康課
23.3
（R3）

15.1
（R10）

項　　目 主な担当課
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資料２　参考指標 令和5年4月30日時点

　　　（国の第５次男女共同参画基本計画における成果目標）

≪内閣府男女共同参画局ホームページより≫

国の目標値
（期限）

全国の最新値

市町村職員の各役職段階に占める女性の割合

部局長・次長相当職 14％（R7年度末） 11.5％（R4年）

課長相当職 22%（R7年度末） 19.0％（R4年）

課長補佐相当職 33%（R7年度末） 29.6％（R4年）

係長相当職 40%（R7年度末） 35.7％（R4年）

5％（R8年度当初） 3.4％（R4年度）

30％（R7年） 19.5％（R3年度）

40％以上、
60％以下（R7年）

28.0％（R4年）

民間企業の雇用者の各役職段階に占める女性の割合

部長相当職 12％（R7年） 8.2％（R4年）

課長相当職 18％（R8年） 13.9％（R4年）

係長相当職 30％（R9年） 24.1％（R4年）

30％以上（R7年） 27.7％（H29年）

70％（R7年）

男女計：58.3％
男性：56.5％
女性：62.1％

（R3年又はR2年会計年
度）

30％（R7年） 13.97％（R3年度）

82％（R7年） 79.8％（R4年）

20％（早期）、
更に30％を目指す

（R7年度）
12.6%（R4年10月）

10％（早期）、
更に15％を目指す

（R7年度）
9.3％（R3年度）

10％（R7年度） 0.6％（R3年度）

5.5％（R7年度） 5.1％（R4年3月）

10％（R7年度） 6.8％（R4年度）

認定農業者数に占める女性の割合

項　　目

消防吏員に占める女性の割合

地方公務員の男性の育児休業取得率

市町村の審議会等委員に占める女性の割合

起業家に占める女性の割合

年次有給休暇取得率

自治会長に占める女性の割合

民間企業における男性の育児休業取得率

25歳から44歳までの女性の就業率

農業委員に占める女性の割合

農業協同組合の役員に占める女性の割合

土地改良区の理事に占める女性の割合
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国の目標値
（期限）

全国の最新値

子宮頸がん：50％
乳がん：50％

（R4年度までに）

過去2年間の受診率
子宮頸がん：43.7％
乳がん：47.4％

（R1年）

H27年に比べ
30％以上減少
（R8年までに）

男女計：16.5
男性：22.6
女性：10.8
（R3年）

15％（早期）、
更に30％を目指す

（R7年）
10.3％（R4年）

10％を目標としつつ、
当面5％

（R8年度）
3.5％（R4年度）

ほぼ全てを目標と
しつつ、

当面50％（R7年）
14.7％（R4年）

「社会全体における男女の地位の平等感」における
「平等」と答えた者の割合

消防団員に占める女性の割合

市町村防災会議の委員に占める女性の割合

自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺者数）

子宮頸がん検診、乳がん検診受診率

項　　目
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資料３ 後期計画の策定経過 

 

※ 男女がともに暮しやすいまちづくりを進めるための市民アンケート調査。無作為抽出により市民 2,000人 

  （男女各 1,000人）を対象にアンケート用紙を郵送し、郵送又はＷＥＢで回答。626件の有効回答を得た。 

 

■ アドバイザー（山形県男女共同参画センターチェリア館長 伊藤眞知子 氏）より助言（随時） 

年月日 項   目 内   容 

R4.5.16 

～6.15 
市民アンケート※調査実施 

・男女共同参画に関する意識 

・男女共同参画関連用語認知度 等 

R5.2.13 市議会 建設経済常任委員協議会 ・市民アンケート結果の概要 

2.14 女性活躍推進懇話会 ・市民アンケート結果の概要 

6.1 市議会 建設経済常任委員協議会 ・計画の中間見直しについて 

7.31 女性活躍推進懇話会 
・施策について意見交換 

（ワークショップ） 

9.9 市民ワークショップ① 

・講話、計画の概要および進捗状況 

・課題と強みを洗い出そう 

・私が思う「理想の未来」 

9.30 市民ワークショップ② 
・具体的な取り組みを考えよう 

・私ができること、取り組みたいこと 

11.17 推進本部 幹事会① ・計画案について 

11.22 二役協議 ・計画案について 

11.27 推進本部 本部員会① ・計画案について 

11.29 市議会 各常任委員協議会 ・計画案について 

12.12 

～12.27 

意見聴取（女性活躍推進懇話会、ウィズ

サポーター、ウィズ登録団体） 
・計画案について 

12.20 

～

R6.1.10 

パブリックコメント（意見公募） ・計画案について 

1.26 

1.30 
二役協議 ・計画案について 

1.31 推進本部 幹事会② ・計画案について 

1.31 推進本部 本部員会② ・計画案について 

2.13 市議会 各常任委員協議会 ・計画案について 

2.16 女性活躍推進懇話会 ・計画案について 

 後期計画決定  
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資料４ 男女共同参画関係用語 
 

一部、内閣府男女共同参画局ホームページの「第５次男女共同参画基本計画 用語解説」より転載し

ています。 

 用   語 解    説 

あ

行 

アウティング 
（outing） 

誰かの性的指向や性自認を本人の了解を得ずに第三者に暴露す

ること。性的指向や性自認などのセクシュアリティ（人間の性のあ

り方）は繊細な個人情報であり、重大な人権侵害にあたる。 

アンコンシャス・バイアス 
（unconscious bias） 

無意識の偏見や思い込み。人が経験則によって気付かないうち

に持つようになった偏った考え方。例えば「子育て中の女性は仕事

の負担を軽くしてあげた方がいい」という考えは、思いやりや配慮

ともいえるが、受け手側にとっては「助かる」と感じる人もいれば

「今までどおり働きたい」と考える人もいる。個人や組織などに潜

在する意識として、顕著化しにくい課題といわれる。 

アンペイドワーク 
（unpaid work） 

 無償労働。家庭内での家事労働や家庭外でのボランティア活動

など、賃金や報酬を伴わない労働や活動のこと。日本では、その多

くを女性が担うケースが多い。 

エンパワーメント 
（empowerment） 

 力をつけること。社会的、経済的、政治的、文化的に力を持った

存在になること。自分自身で意思決定し、行動に移す能力を身につ

け、その能力を発揮すること。 

か

行 

家族経営協定 家族農業経営に携わる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経 

営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、

家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な

話し合いに基づき、文書により取り決めるもの。 

キャリア教育 一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力 

や態度を育てること。自身の進路を自分で決める主体性の育成や、

社会に出た際に自立するための能力開発なども含まれる。 

クオータ制 

（quota system） 

積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の手法の一つであり、 

人種や性別などを基準に一定の人数や比率を割り当てる制度のこ

と。ノルウェーが発祥の地とされ、特に政治分野での活用が多い。 

国際女性デー 3 月 8 日は、国連が制定した国際女性デー。1904 年 3 月 8 日に

アメリカの女性たちが参政権を求めてデモを行ったことをきっか

けに、女性の地位向上を呼びかける動きが世界で活発化した。アメ

リカで女性の参政権が認められた後もこの動きは続き、1975 年に

は「広く女性の社会参加を呼びかける記念日」として、国連で正式

に制定された。毎年 3 月 8 日の国際女性デー当日には、世界の各

所で、女性の権利向上をテーマとしたイベントや運動が行われて

いる。 

さ

行 

ジェンダー 

（gender） 

社会的・文化的に形成された性別のこと。生物学的な性別（セッ 

クス／sex）である「男」と「女」のカテゴリーのどちらかに人間

を割振る力であり、女らしさ、男らしさなどの形で表される。時代

とともに変化するものだが、高度経済成長期に培われたそのあり

方が、現代の生活には適合しなくなっている。 

社会包摂（しゃかいほうせつ） 社会的包摂ともいう。社会的排除の反対の概念。社会的に孤立や

困難を抱えている人々に対して社会参加の機会を開き、社会的課

題の緩和や解決に取り組む継続的な活動のこと。 

女性に対する暴力をなくす運

動 

平成 13年（2001年）に内閣府の呼びかけにより始まった運動。 

毎年 11 月 12 日から 11 月 25 日までの 2 週間、女性に対する暴力

をなくすための啓発活動を集中的に実施している。紫色を運動の

象徴カラーとして、パープルリボンの着用や、施設のパープルライ

トアップなどが各地で行われている。なお、運動期間の最終日とな

る 11月 25日は、国連総会が指定した「女性に対する暴力撤廃国際

日」である。 

ストーカー行為 特定の人に対する恋愛や恨みなどの感情により、つきまといや 

押し掛け、待ち伏せ等の行為を行うこと。それらの行為を規制する

ため「ストーカー行為等の規制等に関する法律（通称:ストーカー

規正法）」が 2000年に施行された。 
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 用   語 解    説 

さ

行 

スマートワーク 

（smart work） 

多様な働き方を採用し、生産性を上げ、効率的に働く「賢い働き 

方」のこと。育児や介護などにより、働きたくてもフルタイムで働

くことができなかった優秀な人材の確保にもつながる。また、残業

時間の短縮につながるなど、長時間労働の是正にもつながり、ワー

ク・ライフ・バランスの推進が期待できる。 

性的指向 人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すもの。恋 

愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女

両方に向かう両性愛などを指す。 

性的マイノリティ 性的少数者を総称することば。セクシュアル・マイノリティとも

いう。性的指向が異性愛でない人々や性自認が誕生時に付与され

た性別と異なる人 （々LGBT：レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、

トランスジェンダー）、性同一性障害の人などが含まれる。 

性同一性障害 自分で自覚している性別と戸籍上の性別との間にずれが生じて 

いる状態をさす医学用語。 

性別による固定的役割分担意

識 

「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきである」というような、近 

代社会の中で人々の意識の中に形づくられてきた、性別により役

割を決め付けてしまう意識や考え方。個人の能力を発揮する機会

を奪い、個人の可能性を狭める要因にもなる。 

セクシュアル・ハラスメント 

（sexual harassment） 

性的な言動により、他者を不快にさせる行為。セクハラと略され 

る。職場や学校、地域など、様々な場面で問題となっている人権侵

害行為。 

た

行 

ダイバーシティ 

（diversity） 

多様性のこと。性別や国籍、年齢などに関係なく、多様な個性 

が力を発揮し、共存できる社会をダイバーシティ社会という。 

男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の 

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男

女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべき社会のこと。 

男女共同参画週間 1999年 6月 23日に男女共同参画社会基本法が公布・施行され 

たことにちなみ、毎年 6月 23日から 6月 29日までの 1週間を「男

女共同参画週間」と位置付けている。この期間中、各所で様々な取

組みを行い、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について

理解を深めることを目指している。 

デートＤＶ ドメスティック・バイオレンス（domestic violence：通称ＤＶ） 

のうち、交際相手との間で発生する暴力のこと。 

ドメスティック・バイオレン

ス（domestic violence） 

配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわ 

れる暴力。身体的な暴力のほか、言葉による暴力、性的な暴力、経

済的な暴力なども含まれる。深刻な社会問題として、ＤＶの防止

とＤＶ被害者の保護を目的とした「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律」が 2004年に施行された。 

は

行 

バリアフリー 

（barrier-free） 

高齢者・障がい者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）と 

なるものを除去（フリー）すること。物理的、社会的、心理的な障

壁や、情報面での障壁などすべての障壁を除去するという考え方

のこと。 

ポジティブアクション 

（positive action） 

積極的改善措置。様々な分野において、活動に参画する機会の男 

女間の格差を改善するため、不利を被っている男女のいずれか一

方に対して、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、

個々の状況に応じて必要な範囲内において実施するもの。 

ま

行 

メディアリテラシー 

（media literacy） 

テレビや新聞、インターネットなどのメディア情報を主体的に 

読み解く能力、メディアにアクセスして活用する能力、メディア

を通じコミュニケーションする能力の 3 つを構成要素とする複合

的な能力のこと。メディアから得る情報を無条件に受け入れてい

ることなく、他の情報も踏まえたうえで、自身で判断する能力を

身に着けることが大切。 

や

行 

ユニバーサルデザイン 

（universal design） 

年齢や性別、国籍、障がいの有無などに関係なく、すべての人が 

便利に使えるようにデザインしていこうとする考え方。製品や建

物、空間だけではなく、サービスや情報、思いやりの心なども含む。

バリアフリーが障壁を除去するという考え方であるのに対し、ユ

ニバーサルデザインは、最初から障壁を作らないという考え方。 
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 用   語 解    説 

ら

行 

 

リプロダクティブ・ヘルス／

ライツ 
(Reproductive Health and Rights) 

性と生殖に関する健康と権利。1994年にカイロで開催された国 

際人口・開発会議において提唱された概念で、人権に関する重要な

一つとして認識される。 

リプロダクティブ・ヘルスは、 人々が安全で満ち足りた性生活

を営むことができ、 生殖能力をもち、 子どもを産むのか産まない

のか、 いつ産むのか、 何人産むのかを決める自由をもつことを意

味する。 

リプロダクティブ・ライツは、性に関する健康を享受する権利。

すべてのカップルと個人が、差別や強制を受けることなく、自分た

ちの子どもの数や出産する時期などを自由にかつ責任をもって決

定でき、そのための情報と手段を得ることができる権利のこと。 

ロールモデル（role model） 将来像を描く際や、自分のキャリア形成を考える際に参考とす 

る役割モデルのこと。 

わ

行 

ワーク・ライフ・バランス 

（work-life balance） 

仕事と生活の調和。一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら 

働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおい

ても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生

き方が選択・実現できること｡仕事と生活が相互に刺激し合い、い

い影響を与え合うことで、仕事と生活の好循環が期待される。 

Ｌ ＬＧＢＴＱ＋ レズビアン（Lesbian：女性同性愛者）、ゲイ（Gay：男性同性愛 

者）、バイセクシュアル（Bisexual：両性愛者）、トランスジェンダ

ー（Transgender：出生時に診断された性と自認する性が一致しな

い人）、クエスチョニング／クィア（Questioning/Queer：自分の性

のあり方について、わからない、または決めたくない人）の頭文字

をとった、性的マイノリティの一部の人々の総称。＋（プラス）は、

性はとても多様であり、ＬＧＢＴＱ以外にもたくさんの性のあり

方があることから、包括的な意味を持たせている。 

Ｍ Ｍ字カーブ 女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷 

とし、20 歳代後半と 40 歳代後半が山になるアルファベットの M

のような形になること。結婚や出産を機に労働市場から退出する

女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市場に参入する特徴

を表している。なお、全ての年齢階層で労働力人口比率は上昇し

ており、グラフの全体形はＭ字型から欧米先進諸国でみられるよ

うな台形に近づきつつある。 

Ｓ ＳＤＧｓ 
(Sustainable Development Goals) 

持続可能な開発目標。2015年の国連サミットで採択された成果 

文書「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」に記載された 2030

年までの世界共通の国際的な目標。17の目標のうち、5つ目に「ジ

ェンダーの平等と女性のエンパワーメント」が示されている。 

Ｓ ＳＯＧＩ ＬＧＢＴＱ＋だけでなく、誰もが持っている性の要素。性的指向

（ＳＯ：Sexual Orientation）と性自認（ＧＩ：Gender Identity）

の頭文字をとった用語。 
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資料５  

男女共同参画社会基本法 
平成11年６月23日法律第78号 

 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組

が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮す

ることができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置

付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重

要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地

方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制

定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実

現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体

及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する

ことができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のい

ずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取

扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重され

ることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等

を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会

の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における

活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政

策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われ

なければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族

の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外

の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男

女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 
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（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」と

いう。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を

総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策

及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共

同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共

同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければな

らない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求

めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表し

なければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」とい

う。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実

施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置

を講じなければならない。 
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（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の

男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必

要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の

交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共

同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努

めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対

し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満

であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監

視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対し

ても、必要な協力を依頼することができる。 
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（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政

令で定める。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規

定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、同一性をも

って存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員で

ある者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみ

なす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同

日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残

任期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長で

ある者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四

条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理

する委員として指名されたものとみなす。 

 

附 則 （平成11年７月16日法律第102号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔略〕 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職

員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれ

の法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一から十まで 〔略〕 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律

で定める。 

 

附 則 （平成11年12月22日法律第160号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。〔後略〕＿ 
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資料６  

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 
平成13年４月13日法律第31号 

［最終改正］令和５年６月14日法律第53号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向け

た取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救

済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的

自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっ

ている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者

を保護するための施策を講ずることが必要である。 

このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻

撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼ

す言動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者から

の身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、

「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様

の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護（被害者の自立を支援す

ることを含む。以下同じ。）を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において

「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以

下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本

計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な国、地方公共団体及び民間

の団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議

しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 
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二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な当該都道府県、関係地方公

共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事

項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町

村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条

において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言

その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する女性相談支援センターその他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての

機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介

すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五

条、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等に

ついて、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行う

こと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を

行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由

がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（女性相談支援員による相談等） 

第四条 女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行うことができる。 

（女性自立支援施設における保護） 

第五条 都道府県は、女性自立支援施設において被害者の保護を行うことができる。 

（協議会） 

第五条の二 都道府県は、単独で又は共同して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機

関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事する者その他の関係者（第五

項において「関係機関等」という。）により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織するよう努

めなければならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織することができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被害者

に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなけれ

ばならない。 

５ 協議会は、第三項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、

資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 
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（秘密保持義務） 

第五条の三 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において

同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努

めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかっ

たと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができ

る。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の

規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかっ

たと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有

する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者

に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行

うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律

第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところにより、

暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、

方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶

者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるとき

は、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自

ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うも

のとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事

務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六

十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところに

より、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の

関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連

携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けた

ときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

（接近禁止命令等） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨

を告知してする脅迫（以下この章において「身体に対する暴力等」という。）を受けた者に限る。以下この条

並びに第十二条第一項第三号及び第四号において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力等を受

けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下こ
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の条及び第十二条第一項第二号から第四号までにおいて同じ。）からの更なる身体に対する暴力等により、そ

の生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者

に対し、命令の効力が生じた日から起算して一年間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている

住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住

居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命令（以下「接近禁止命令」という。）を発する裁判所又は発した

裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生

じた日から起算して一年を経過する日までの間、被害者に対して次に掲げる行為をしてはならないことを命ず

るものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、文書を送付し、通信

文その他の情報（電気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通

信をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。）の送信元、送信先、通信日時その他の電気通信を行

うために必要な情報を含む。以下この条において「通信文等」という。）をファクシミリ装置を用いて送信し、

若しくは電子メールの送信等をすること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、通信文等をファクシミリ装

置を用いて送信し、又は電子メールの送信等をすること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に

置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図

画、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。）に係る記

録媒体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その

他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

九 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情報（地理空間情

報活用推進基本法（平成十九年法律第六十三号）第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号

において同じ。）を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下この号及び次号

において同じ。）（同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。）により記録され、又は送

信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。 

十 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装

置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為

として政令で定める行為をすること。 

３ 第一項の場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三号

において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言

動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会すること

を余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁

判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じ

た日から起算して一年を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を

除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当

該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと及び当該子に対

して前項第二号から第十号までに掲げる行為（同項第五号に掲げる行為にあっては、電話をかけること及び通

信文等をファクシミリ装置を用いて送信することに限る。）をしてはならないことを命ずるものとする。ただ

し、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項の場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被

害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号

において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情

があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要

があると認めるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶

者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過する日までの

間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）そ

の他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する
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場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該

親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、

することができる。 

６ 第二項第四号及び第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為（電話をかける

こと及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。）をいう。 

一 電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成十四年法律第二十六号）第二条第一号に

規定する電子メールをいう。）その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通

信の送信を行うこと。 

二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ

て、内閣府令で定めるものを用いて通信文等の送信を行うこと。 

（退去等命令） 

第十条の二 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害

を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この条及び第十

八条第一項において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後

に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、

第十二条第二項第二号及び第十八条第一項において同じ。）から更に身体に対する暴力を受けることにより、

その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶

者に対し、命令の効力が生じた日から起算して二月間（被害者及び当該配偶者が生活の本拠として使用する建

物又は区分建物（不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第二条第二十二号に規定する区分建物をいう。）

の所有者又は賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申立てがあったときは、六月間）、被害者と

共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずる

ものとする。ただし、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

（管轄裁判所） 

第十一条 接近禁止命令及び前条の規定による命令（以下「退去等命令」という。）の申立てに係る事件は、相

手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管

轄に属する。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力等が行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（接近禁止命令等の申立て等） 

第十二条 接近禁止命令及び第十条第二項から第四項までの規定による命令の申立ては、次に掲げる事項を記載

した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況（当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を受けたときに

あっては、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる身体に対する暴力等により、生命又は心身に重大な危害を受

けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令（以下この号並びに第十七条第三項及び第四項において「三項命令」という。）

の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされ

ることを防止するため当該三項命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会

することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時にお

ける事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若

しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 
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一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況（当該身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けたときにあっては、当該配偶者であった者からの

身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体に対する暴力を受けることにより、生命又は身体に重大な危

害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前二号に掲げる事項について相談し、又は援助若

しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

３ 前二項の書面（以下「申立書」という。）に第一項第五号イからニまで又は前項第三号イからニまでに掲げ

る事項の記載がない場合には、申立書には、第一項第一号から第四号まで又は前項第一号及び第二号に掲げる

事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一

項の認証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項から第四項までの規定による命令及び退去等命令（以下「保

護命令」という。）の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発するこ

とができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があ

るときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまで又は同条第二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載がある

場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し、又は

援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるもの

とする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ず

るものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申

立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求

めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（期日の呼出し） 

第十四条の二 保護命令に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に

対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたと

きは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。

ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。 

（公示送達の方法） 

第十四条の三 保護命令に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも

送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。 

（電子情報処理組織による申立て等） 

第十四条の四 保護命令に関する手続における申立てその他の申述（以下この条において「申立て等」という。）

のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有

体物をいう。次項及び第四項において同じ。）をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定

める裁判所に対してするもの（当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してする

ものを含む。）については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報

処理組織（裁判所の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。）と申

立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を用いてす

ることができる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立

て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定

を適用する。 

３ 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記
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録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。 

４ 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等（署名、記名、押印その他氏名

又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。）をすることとされているものについて

は、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定める

ところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。 

５ 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、

当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。 

６ 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄

写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類

の送達又は送付も、同様とする。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで

決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡

しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄す

る警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若し

くは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまで又は同条第

二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨

及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載され

た配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若し

くは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明

があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護

命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ず

ることができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命ずる場合において、第十条第二項から第四項までの規定に

よる命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合において、第十条第二項から第四項までの規定による命令が発せ

られているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力

の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその

内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用

する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命

令を取り消さなければならない。接近禁止命令又は第十条第二項から第四項までの規定による命令にあっては

接近禁止命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した日以後において、退去等命令にあっては当該退去

等命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した日以後において、これらの命令を受けた者が申し立て、

当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、接近禁止命令を発した裁判所が前項の規定により当該接近禁止命令を取り消す場合に

ついて準用する。 

３ 三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生じた日から起算して六月を経過した日又は当該三項命令が

効力を生じた日から起算して三月を経過した日のいずれか遅い日以後において、当該三項命令を発した裁判所

に対し、第十条第三項に規定する要件を欠くに至ったことを理由として、当該三項命令の取消しの申立てをす

ることができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当該取消しに係る三項命令の申立てをした者の意見を聴かな
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ければならない。 

５ 第三項の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

６ 第三項の取消しの裁判は、確定しなければその効力を生じない。 

７ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。 

（退去等命令の再度の申立て） 

第十八条 退去等命令が発せられた後に当該発せられた退去等命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする退去等命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶

者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由によ

り当該発せられた命令の期間までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の退去等命令を

再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、退去等命令を発するものとする。ただし、当該退

去等命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該退去等命令を

発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第二項各号列記以外の部分中「事

項」とあるのは「事項及び第十八条第一項本文の事情」と、同項第三号中「事項に」とあるのは「事項及び第

十八条第一項本文の事情に」と、同条第三項中「事項に」とあるのは「事項並びに第十八条第一項本文の事情

に」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、

その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、

相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又

は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

第二十条 削除 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない

限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第一編から第四編までの規定（同法第七十一条第二項、第九十一

条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第

四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第

百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二

百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。）を準用する。この場合において、次の表の上欄

に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

〔表略〕 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定め

る。 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務

関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、

被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な

配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深め

るために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発

に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生の

ための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保

護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の

団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 
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一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う女性相談支援センターの運営に要する費用（次号に掲

げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき女性相談支援センターが行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働

大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場

合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市町村は、第四条の規定に基づき市町村が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用を支弁しなければな

らない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項

第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市町村が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における

共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該関係にある

相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者

が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）

及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定（同条を除く。）中「配偶者か

らの暴力」とあるのは、「特定関係者からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。〔表略〕 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項まで及び第十条の二の規定に

よるものを含む。第三十一条において同じ。）に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処

する。 

第三十条 第三条第五項又は第五条の三の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円

以下の罰金に処する。 

第三十一条 第十二条第一項若しくは第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

又は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項若しくは第二項（第二十八条の二において準

用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について

虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

〔以下略〕＿ 
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資料７  

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 
平成27年９月４日法律第64号 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十

分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が一層重要と

なっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性

の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を

明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男

女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対

応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自

らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態

の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分

担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と

能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭

生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与え

る影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護そ

の他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行

うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること

を旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思

が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則（次条及

び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必

要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関

する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実

施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に

実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めな

ければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 
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４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければなら

ない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるもの

とする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案

して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（次項に

おいて「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行

動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）

の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定め

るものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数

が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定め

るところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令

で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の

状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における

活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した

上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標について

は、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的

地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定める

ところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定める

ところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計

画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一

般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければな

らない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合につい

て、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場
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合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生

労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関

し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである

旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供す

る物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び

第十四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなら

ない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消す

ことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事

業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行

動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野におけ

る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条の二に規定する

業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法

律第七十六号）第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合す

るものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第八条第一項

及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取

り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三

百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当

該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）

第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律

により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主

を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成

員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関

する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行



73 

 

うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承

認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところに

より、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生

労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項

及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四

十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の

募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用

する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条

第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第

十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当

該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項

の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えよ

うとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十六条第四項の規定による届出をして労働者

の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めること

ができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体

に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方

法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主

又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しく

は公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるもの

とする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」

という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事

業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同

じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところによ

り、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある

職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を

把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘

案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占

める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女

性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるため

の措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければなら

ない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目

標を達成するよう努めなければならない。 
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第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。）は、

厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その

事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生

活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなければならな

い。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もう

とする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する第一項各号に掲

げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選

択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に

公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、

又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、

助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものと

して内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財

政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫そ

の他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関

し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活における

活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次

項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施する

ように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、

かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業

生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う

国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第二十二条第一項の規定により

国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活に

おける活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進
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に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議

会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第二十二条第三項の規定による事務の委

託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えるこ

とができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図

ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図る

とともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとす

る。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなけれ

ばならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

〔以下略〕＿ 
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資料８ 

山形県男女共同参画推進条例  
平成 14年７月２日山形県条例第 45号  

改正 

平成 21年３月 24日条例第 19号  

平成 22年３月 19日条例第７号 

令和２年３月 24日条例第５号 

令和３年３月 19日条例第５号  

 

山形県男女共同参画推進条例 

私たちが目指す 21世紀の社会は、男女が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思と選択によって

のびやかに生きることができる社会である。また、男女が共に助け合い、力を合わせて地域の未来を創り出して

いく社会である。  

しかしながら、依然として性別によって役割を固定的にとらえる人びとの意識やこれを反映した社会慣行など

が様々な分野に根強く残っている状況にある。  

山形県においては、男女共同参画社会の実現に向けて様々な取組が進められてきたところであり、また、夫婦

共働き世帯が多いなど女性の就業割合が全国の中で高い状況にあるが、男女が平等に能力を発揮できる機会の確

保や適正な評価がなされる環境が十分に整っているとは言えず、家庭生活や地域活動においても男女が対等な立

場で関わる状況には未だ至っていない。  

本格的な少子高齢社会の到来、家族形態の多様化、国際化の進展等社会経済情勢の大きな変化に対応しつつ、

次代を担う子供達が健やかに生まれ育ち、将来にわたって活力あふれる地域社会を築いていくためには、男女が

あらゆる分野に共に参画し、喜びと責任を分かち合うことのできる男女共同参画社会の早期実現を目指していか

なければならない。  

このような認識に立ち、県民、事業者及び行政が連携し、一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを

決意し、この条例を制定する。  

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにする

とともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 男女共同参画の推進 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する

ことができ、かつ、共に責任を担うべき社会の実現に向けて取り組むことをいう。 

(２) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女の

いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱い

を受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

２ 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担意識等を反

映して、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されなければならな

い。 

３ 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体における方針

の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護そ

の他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を

行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 
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５ 男女共同参画の推進に当たっては、男女が性別による身体的特徴の違いについて互いに理解を深めることに

より、男女の生涯にわたる健康が確保されるよう配慮されなければならない。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する

施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、男女共同参画の推進に当たり、県民、事業者、市町村及び国と連携し、及び協力して取り組むものと

する。 

（県民の責務） 

第５条 県民は、基本理念にのっとり、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共

同参画の推進に努めるものとする。 

２ 県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動における男女の均等な機会の確保（積極的改善措置を含

む。）、職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができるような就業

環境の整備その他の事業活動における男女共同参画の推進に努めるものとする。 

２ 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（性別による権利侵害に関する配慮） 

第７条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント（性的な言動に

より当該言動を受けた者の生活環境を害する行為又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与

える行為をいう。）及び配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為により男女の人権を損なうことのないようにしなければ

ならない。 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等 

（男女共同参画計画） 

第８条 知事は、男女共同参画社会基本法（平成 11年法律第 78号）第 14条第１項の規定により男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「男女共同参画計画」という。）を定め、又は変更

するに当たっては、山形県男女共同参画審議会に意見を求めるとともに、県民の意見を聴くものとする。 

（広報活動等） 

第９条 県は、男女共同参画の推進に関する県民及び事業者の理解を深めるために必要な広報活動等を行うもの

とする。 

（教育の推進等） 

第 10条 県は、学校教育その他の教育及び生涯学習の場において、男女共同参画の推進に関する教育の推進、学

習の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（家庭生活における活動とその他の活動との両立支援） 

第 11 条 県は、家族を構成する男女が共に家庭生活における活動と職業生活における活動その他の活動とを両

立できるように、支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（県民等の活動に対する支援） 

第 12条 県は、県民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必

要な措置を講ずるものとする。 

（市町村への支援） 

第 13条 県は、市町村の男女共同参画計画の策定及び施策の推進を支援するため、情報の提供その他の必要な措

置を講ずるものとする。 

（調査研究） 

第 14条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するため、必要な調査研究を行うものとす

る。 

（事業者の調査協力） 

第 15 条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策の推進のために必要があると認めるときは、事業者に対し、

男女の就業状況その他男女共同参画の推進に係る取組状況を把握するための調査について協力を求めることが

できる。 

（男女共同参画の推進の状況等の公表） 

第 16条 知事は、毎年度、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について
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公表するものとする。 

（苦情等及び相談への対応） 

第 17 条 県は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認め

られる施策について、県民及び事業者から苦情その他の意見の申出があった場合は、適切に対応するものとす

る。 

２ 知事は、前項の規定に基づく申出があった場合において、必要と認めるときは、山形県男女共同参画審議会

の意見を聴くものとする。 

３ 県は、第７条に掲げる行為その他の男女共同参画の推進を妨げる行為についての県民又は事業者からの相談

に適切に対応するものとする。 

（推進体制の整備） 

第 18条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、必要な推進体制を整備す

るものとする。 

（財政上の措置） 

第 19条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

 

第３章 男女共同参画審議会 

（審議会の設置） 

第 20条 男女共同参画計画その他男女共同参画の推進に関する重要事項について、知事の諮問に応じ、調査審議

させるため、山形県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織等） 

第 21条 審議会は、委員 15人以内で組織する。 

２ 委員のうち、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10分の４未満とならないものとする。 

３ 委員は、男女共同参画に関し学識経験を有する者及び公募に応じた者のうちから、知事が任命する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることを妨げない。 

（会長） 

第 22条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第 23条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、前項の会議の議長となる。 

３ 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（部会） 

第 24 条 審議会は、県民及び事業者からの苦情その他の意見の申出等について調査審議させるために部会を置

くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を

代理する。 

６ 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第１項及び第２項中「会長」とあるのは「部

会長」と、同条第３項及び第４項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。 

７ 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 

（庶務） 

第 25条 審議会の庶務は、しあわせ子育て応援部において処理する。 

（委任） 

第 26条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 21年３月 24日条例第 19号抄） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成 21年４月１日から施行する。 

附 則（平成 22年３月 19日条例第７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 22年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月 24日条例第５号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月 19日条例第５号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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資料９ 

「男女がともに暮らしやすいまちづくり」を進めるための市民アンケート調査結果（概要） 

 

１．調査の目的 

 このアンケート調査は、男女共同参画に関する市民の意識や実情などを幅広く把握し、令和 5 年度に

かけて実施する「第 2次酒田市男女共同参画推進計画～ウィズプラン～（令和元年度～令和 10 年度）」

の中間見直しの基礎資料とすることを目的としている。 

２．調査の設計 

 （１）調査地域  酒田市全域 

 （２）調査対象  市内在住の満 16歳以上の男女個人 

 （３）調査時期  令和 4年 5月 16 日（月）～令和 4年 6月 15 日（水）  

 （４）抽出方法  住民基本台帳による無作為抽出 

 （５）調査方法  配布 郵送による 

          回答 郵送又はWEB回答による（回答者選択方式） 

 （６）対象人数  2,000 人 

３．回収結果 

 有効回収数（率） 郵送：528件（26.4％） WEB回答：98件（4.9％） 

総数（郵送＋WEB）626件（31.3％） 

○調査結果の構成比はすべて百分比（％）で表しており、その質問の回答者総数を基数として小数点第２
位以下を四捨五入して算出している。なお、四捨五入の関係で合計が100.0％にならない場合がある。 

○集計表は全体が回答者数、質問項目は回答率（％）で示している。 
○複数回答形式の場合、構成比の合計は通常 100.0％を超える。 
○グラフ中の「ｎ」とは、その質問への回答者数を表す。 

【回答者の属性】 

▶性別 

 

 

年齢 

 

 

▶年齢 

 

 

 

 

 

 

57.3%(359) 42.5%(266) 0.2%(1)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(ｎ＝626) 女性 男性 その他

10.7%

(67)

9.7%

(61)

12.6%

(79)

12.9%

(81)

14.5%

(91)

19.3%

(121)

20.1%

(126)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(ｎ＝626)

20歳未満 20～29歳 30～39歳 40～49歳

50～59歳 60～69歳 70歳以上
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４．調査結果 （主な設問を抜粋して掲載） 

（１）男女の立場の平等感 

● 「家庭における男女の不平等を感じる割合」は 59.1％と前回調査（H29）と同じ。

男女別では、女性66.6％、男性48.9％と女性と男性の意識に差異がみられる。 

 

● 「職場における男女の不平等を感じる割合」は 59.3％と、前回調査（H29）の

60.5％から僅かに改善したもののほぼ同じ。 

20～30 代の女性では、「平等」と回答した割合が倍増（前回調査 18.3％→今

回調査 34.9％）し、「男性優遇・やや男性優遇」と回答した割合が減少（前回調査

69.5％→今回調査 51.8％）した。 

 

● 「政治」 「慣習、しきたり」 「社会全体」の分野で、依然として「男性優遇・やや男

性優遇」と感じる割合が約 7割と非常に高くなっている。 

 

【家庭生活】 
○ 約半数の 51.5％が「男性優遇・やや男性優遇」と感じている 
○ 男女ともに、「女性優遇・やや女性優遇」と感じている方は 1 割に満たない 

○ 「平等」と感じている方は男性 35.7％、女性 20.9％と男性が 14.8 ポイント高い 

 
 

 

性別 年代 女性優遇
やや女性

優遇
平等

やや男性
優遇

男性優遇
わからな

い
無回答 回答者数 性別 年代 女性優遇

やや女性
優遇

平等
やや男性

優遇
男性優遇

わからな
い

無回答 回答者数

3.2% 10.2% 31.3% 33.3% 12.5% 7.6% 2.0% 658 2.6% 5.1% 27.2% 35.0% 16.5% 9.4% 4.3% 626

女性 10代 7.5% 10.0% 37.5% 25.0% 7.5% 12.5% 0.0% 40 女性 10代 5.6% 5.6% 38.9% 27.8% 5.6% 16.7% 0.0% 36

20代 12.9% 6.5% 41.9% 19.4% 6.5% 12.9% 0.0% 31 20代 5.6% 8.3% 25.0% 33.3% 19.4% 8.3% 0.0% 36

30代 3.9% 3.9% 17.6% 49.0% 15.7% 7.8% 2.0% 51 30代 0.0% 2.1% 17.0% 40.4% 25.5% 8.5% 6.4% 47

40代 3.6% 7.3% 23.6% 36.4% 23.6% 1.8% 3.6% 55 40代 0.0% 7.1% 16.1% 35.7% 26.8% 12.5% 1.8% 56

50代 1.7% 3.4% 13.8% 43.1% 29.3% 8.6% 0.0% 58 50代 2.0% 4.1% 24.5% 34.7% 28.6% 6.1% 0.0% 49

60代 1.5% 14.9% 16.4% 40.3% 14.9% 6.0% 6.0% 67 60代 3.2% 0.0% 19.4% 45.2% 21.0% 6.5% 4.8% 62

70歳以上 0.0% 4.1% 26.5% 42.9% 14.3% 6.1% 6.1% 49 70歳以上 0.0% 11.0% 15.1% 42.5% 16.4% 5.5% 9.6% 73

3.7% 7.4% 23.4% 38.2% 17.1% 7.4% 2.8% 351 1.9% 5.6% 20.9% 38.2% 20.9% 8.6% 3.9% 359

男性 10代 5.9% 17.6% 58.8% 5.9% 5.9% 5.9% 0.0% 34 男性 10代 12.9% 0.0% 38.7% 16.1% 6.5% 22.6% 3.2% 31

20代 5.3% 21.1% 47.4% 10.5% 0.0% 15.8% 0.0% 19 20代 4.0% 8.0% 40.0% 24.0% 12.0% 8.0% 4.0% 25

30代 2.6% 17.9% 35.9% 7.7% 15.4% 17.9% 2.6% 39 30代 6.3% 6.3% 37.5% 31.3% 9.4% 6.3% 3.1% 32

40代 3.0% 24.2% 33.3% 24.2% 9.1% 3.0% 3.0% 33 40代 8.0% 8.0% 44.0% 16.0% 16.0% 8.0% 0.0% 25

50代 1.8% 9.1% 40.0% 36.4% 5.5% 7.3% 0.0% 55 50代 0.0% 7.3% 24.4% 43.9% 7.3% 14.6% 2.4% 41

60代 1.6% 7.9% 46.0% 30.2% 7.9% 6.3% 0.0% 63 60代 0.0% 1.7% 42.4% 33.9% 10.2% 5.1% 6.8% 59

70歳以上 1.6% 9.4% 29.7% 48.4% 4.7% 4.7% 1.6% 64 70歳以上 0.0% 3.8% 28.3% 35.8% 11.3% 11.3% 9.4% 53

2.6% 13.4% 40.4% 27.7% 7.2% 7.8% 1.0% 307 3.4% 4.5% 35.7% 30.8% 10.2% 10.5% 4.9% 266

その他 50代 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1

R4：今回H29：前回 家庭生活　（年代別）

全体

女性　計

全体

女性　計

男性　計

家庭生活　（年代別）

男性　計

その他 計

あなたは、次にあげるような分野で、男女の立場は平等になっていると思いますか。 

（○はそれぞれ１つ） 
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【職場】 （就業の機会を含む） 
○ 約半数の 52.4％が「男性優遇・やや男性優遇」と感じている。 

○ 男女ともに、「女性優遇・やや女性優遇」と感じている方は 1 割に満たない。 

○ 「平等」と感じる割合は男性 27.4％、女性 19.8％と男性が 7.6 ポイント高い。 

 
 

 
 

 

【学校教育】 
○ 約 7 割が「平等」と感じており、不平等を感じる割合は低い 

 

 

性別 年代 女性優遇
やや女性

優遇
平等

やや男性
優遇

男性優遇
わからな

い
無回答 回答者数 性別 年代 女性優遇

やや女性
優遇

平等
やや男性

優遇
男性優遇

わからな
い

無回答 回答者数

0.9% 2.9% 24.3% 41.2% 15.5% 11.2% 4.0% 658 2.2% 4.6% 23.0% 35.0% 17.4% 12.6% 5.1% 626

女性 10代 0.0% 2.5% 17.5% 30.0% 15.0% 35.0% 0.0% 40 女性 10代 2.8% 5.6% 16.7% 27.8% 11.1% 36.1% 0.0% 36

20代 6.5% 6.5% 3.2% 48.4% 25.8% 9.7% 0.0% 31 20代 2.8% 2.8% 41.7% 25.0% 27.8% 0.0% 0.0% 36

30代 0.0% 2.0% 27.5% 45.1% 21.6% 3.9% 0.0% 51 30代 2.1% 4.3% 29.8% 31.9% 19.1% 6.4% 6.4% 47

40代 0.0% 3.6% 41.8% 27.3% 18.2% 9.1% 0.0% 55 40代 0.0% 5.4% 21.4% 26.8% 37.5% 7.1% 1.8% 56

50代 0.0% 0.0% 22.4% 44.8% 19.0% 12.1% 1.7% 58 50代 2.0% 4.1% 28.6% 38.8% 10.2% 16.3% 0.0% 49

60代 0.0% 3.0% 20.9% 37.3% 23.9% 10.4% 4.5% 67 60代 0.0% 1.6% 9.7% 50.0% 16.1% 14.5% 8.1% 62

70歳以上 0.0% 0.0% 14.3% 44.9% 2.0% 20.4% 18.4% 49 70歳以上 0.0% 2.7% 5.5% 46.6% 17.8% 16.4% 11.0% 73

0.6% 2.3% 22.5% 39.3% 17.9% 13.7% 3.7% 351 1.1% 3.6% 19.8% 37.0% 20.1% 13.6% 4.7% 359

男性 10代 0.0% 0.0% 32.4% 38.2% 5.9% 17.6% 5.9% 34 男性 10代 9.7% 6.5% 16.1% 22.6% 9.7% 29.0% 6.5% 31

20代 0.0% 10.5% 47.4% 26.3% 0.0% 15.8% 0.0% 19 20代 12.0% 4.0% 40.0% 24.0% 8.0% 8.0% 4.0% 25

30代 2.6% 7.7% 25.6% 33.3% 20.5% 7.7% 2.6% 39 30代 6.3% 6.3% 25.0% 21.9% 28.1% 9.4% 3.1% 32

40代 3.0% 3.0% 27.3% 57.6% 6.1% 3.0% 0.0% 33 40代 0.0% 16.0% 32.0% 28.0% 16.0% 4.0% 4.0% 25

50代 1.8% 1.8% 34.5% 43.6% 14.5% 3.6% 0.0% 55 50代 4.9% 4.9% 31.7% 41.5% 12.2% 2.4% 2.4% 41

60代 1.6% 6.3% 25.4% 42.9% 17.5% 6.3% 0.0% 63 60代 0.0% 6.8% 28.8% 37.3% 11.9% 8.5% 6.8% 59

70歳以上 0.0% 0.0% 10.9% 50.0% 12.5% 10.9% 15.6% 64 70歳以上 0.0% 1.9% 22.6% 37.7% 11.3% 17.0% 9.4% 53

1.3% 3.6% 26.4% 43.3% 12.7% 8.5% 4.2% 307 3.8% 6.0% 27.4% 32.3% 13.5% 11.3% 5.6% 266

その他 50代 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1

R4：今回H29：前回 職場　（年代別）

全体

女性　計

男性　計

職場　（年代別）

全体

女性　計

男性　計

その他 計
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【政治】 
○ 「男性優遇・やや男性優遇」と感じる割合が約 7 割と非常に高い 

 

 

【社会活動】 （PTA や地域活動等） 
○ 「平等」と「男性優遇・やや男性優遇」と感じる割合が各 3 割強ずつ 

 

 

【法律・制度】 
○ 「男性優遇・やや男性優遇」と感じる割合は、女性の方が 12.7 ポイント高い 

○ 「平等」「女性優遇・やや女性優遇」と感じる割合は、男性の方が高い 
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【慣習、しきたり】 
○ 「男性優遇・やや男性優遇」と感じる割合が約 7 割と非常に高い 

 

 

【社会全体を通して】 
○ 「男性優遇・やや男性優遇」と感じる割合が約 7 割と非常に高い 
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（２）家庭と仕事の生活時間 

● 「家事・育児・介護の時間」は、平日・休日ともに女性の方が長時間を費やしてい

る傾向は前回と同様で変わっていない。 

        

● 休日の「家事・育児・介護の時間」は、30～40代女性では「6時間～7時間未満」

との回答が最多で、他年代や男性と比べ長時間を費やしている。 

前回調査との比較では「6 時間～7 時間未満」30 代：前回調査 47.1％→今回

調査34.0％、40代：前回調査29.1％→今回調査21.4％と、減少の兆しもみら

れる。 

        

● 男性の「家事・育児・介護の時間」は、平日・休日ともに「0 時間～2 時間未満」の

方が多く、女性より短い傾向は変わっていない。 

なお、平日に「3 時間以上」という男性が、前回に比べ増加（前回調査 4.9％→

今回調査 7.9％）した。 

        

      ● 「仕事」をしている方の時間は、「8 時間～10 時間未満」が最も多い。「10 時間以

上」の長時間労働の方は、男性 14.7％、女性 8.9％と男性がやや多い。 

 

【平日 ： 家事（買い物を含む）や子育て、介護等】 
  ○ 全体では約 6 割が 2 時間未満 

  ○ 男性の約 6 割が 1 時間未満で、女性の約 6 割が 3 時間未満 

 
 

 

【休日 ： 家事（買い物を含む）や子育て、介護等】 

性別 年代 0時間
1時間
未満

2時間
未満

3時間
未満

4時間
未満

5時間
未満

6時間
未満

6時間
以上

無回答 回答者数 性別 年代 0時間
1時間
未満

2時間
未満

3時間
未満

4時間
未満

5時間
未満

6時間
未満

6時間
以上

無回答 回答者数

14.9% 25.1% 21.3% 14.0% 7.0% 6.1% 2.7% 5.9% 3.0% 658 11.2% 25.6% 21.4% 14.2% 11.5% 5.6% 3.0% 5.0% 2.6% 626

女性 10代 62.5% 25.0% 5.0% 0.0% 2.5% 2.5% 0.0% 0.0% 2.5% 40 女性 10代 30.6% 36.1% 19.4% 2.8% 5.6% 2.8% 2.8% 0.0% 0.0% 36

20代 9.7% 41.9% 12.9% 9.7% 3.2% 3.2% 0.0% 19.4% 0.0% 31 20代 8.3% 27.8% 36.1% 19.4% 0.0% 5.6% 0.0% 2.8% 0.0% 36

30代 3.9% 13.7% 19.6% 11.8% 5.9% 11.8% 7.8% 21.6% 3.9% 51 30代 8.5% 6.4% 12.8% 21.3% 17.0% 10.6% 6.4% 14.9% 2.1% 47

40代 0.0% 7.3% 23.6% 20.0% 20.0% 14.5% 3.6% 10.9% 0.0% 55 40代 1.8% 5.4% 16.1% 19.6% 21.4% 12.5% 7.1% 12.5% 3.6% 56

50代 1.7% 13.8% 20.7% 15.5% 24.1% 10.3% 3.4% 6.9% 3.4% 58 50代 2.0% 2.0% 28.6% 30.6% 20.4% 10.2% 2.0% 4.1% 0.0% 49

60代 0.0% 10.4% 14.9% 25.4% 13.4% 13.4% 6.0% 13.4% 3.0% 67 60代 0.0% 9.7% 21.0% 19.4% 16.1% 12.9% 3.2% 11.3% 6.5% 62

70歳以上 10.2% 4.1% 22.4% 26.5% 0.0% 8.2% 6.1% 6.1% 16.3% 49 70歳以上 0.0% 11.0% 23.3% 21.9% 23.3% 6.8% 6.8% 5.5% 1.4% 73

10.3% 14.5% 17.7% 16.8% 11.1% 10.0% 4.3% 11.1% 4.3% 351 5.6% 12.3% 22.0% 20.1% 16.4% 9.2% 4.5% 7.8% 2.2% 359

男性 10代 58.8% 35.3% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 34 男性 10代 48.4% 25.8% 9.7% 6.5% 0.0% 6.5% 0.0% 0.0% 3.2% 31

20代 31.6% 31.6% 26.3% 0.0% 5.3% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 19 20代 20.0% 44.0% 16.0% 4.0% 8.0% 0.0% 0.0% 4.0% 4.0% 25

30代 15.4% 23.1% 38.5% 15.4% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 5.1% 39 30代 21.9% 28.1% 34.4% 9.4% 3.1% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 32

40代 9.1% 39.4% 36.4% 15.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33 40代 8.0% 64.0% 12.0% 8.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25

50代 16.4% 41.8% 25.5% 14.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 55 50代 12.2% 56.1% 19.5% 7.3% 2.4% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 41

60代 11.1% 46.0% 28.6% 9.5% 1.6% 1.6% 1.6% 0.0% 0.0% 63 60代 6.8% 47.5% 25.4% 5.1% 5.1% 0.0% 0.0% 3.4% 6.8% 59

70歳以上 17.2% 34.4% 20.3% 12.5% 7.8% 3.1% 3.1% 0.0% 1.6% 64 70歳以上 22.6% 39.6% 18.9% 5.7% 7.5% 0.0% 1.9% 0.0% 3.8% 53

20.2% 37.1% 25.4% 10.7% 2.3% 1.6% 1.0% 0.0% 1.6% 307 18.8% 43.6% 20.3% 6.4% 4.9% 0.8% 1.1% 1.1% 3.0% 266

その他 50代 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1

男性　計

【平日】家事・育児・介護　（年代別）R4：今回H29：前回 【平日】家事・育児・介護　（年代別）

全体

女性　計

全体

女性　計

男性　計

その他 計

あなたは、以下について普段どのくらいの時間を費やしていますか。 

（○はそれぞれ１つ） 
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ｎ＝626 

ｎ＝626 

  ○ 全体では約 7 割が 3 時間未満、約 3 割が 3 時間以上 

  ○ 男性の約 7 割が 2 時間未満で、女性の約 7 割が 4 時間未満 

 
 

 
 

【仕事 （通勤時間を含む）】 
  ○ 8 時間以上 10 時間未満が最も多く約 3 割 

  ○ 10 時間以上は男性で 14.7％、女性で 8.9％ 

 
 

 

性別 年代 0時間
1時間
未満

2時間
未満

3時間
未満

4時間
未満

5時間
未満

6時間
未満

6時間
以上

無回答 回答者数 性別 年代 0時間
1時間
未満

2時間
未満

3時間
未満

4時間
未満

5時間
未満

6時間
未満

6時間
以上

無回答 回答者数

12.9% 19.8% 19.6% 13.5% 8.8% 5.9% 4.1% 12.0% 3.3% 658 9.1% 21.1% 21.1% 16.9% 10.2% 6.5% 3.8% 8.6% 2.6% 626

女性 10代 52.5% 30.0% 10.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 2.5% 2.5% 40 女性 10代 27.8% 41.7% 13.9% 8.3% 0.0% 5.6% 0.0% 2.8% 0.0% 36

20代 3.2% 29.0% 12.9% 16.1% 9.7% 3.2% 0.0% 25.8% 0.0% 31 20代 11.1% 11.1% 27.8% 27.8% 13.9% 0.0% 2.8% 5.6% 0.0% 36

30代 2.0% 5.9% 19.6% 7.8% 5.9% 3.9% 3.9% 47.1% 3.9% 51 30代 6.4% 6.4% 14.9% 8.5% 14.9% 10.6% 2.1% 34.0% 2.1% 47

40代 1.8% 1.8% 18.2% 10.9% 12.7% 12.7% 12.7% 29.1% 0.0% 55 40代 1.8% 3.6% 12.5% 10.7% 17.9% 16.1% 14.3% 21.4% 1.8% 56

50代 1.7% 6.9% 12.1% 20.7% 20.7% 19.0% 3.4% 15.5% 0.0% 58 50代 2.0% 4.1% 16.3% 28.6% 14.3% 12.2% 10.2% 12.2% 0.0% 49

60代 1.5% 4.5% 13.4% 28.4% 16.4% 10.4% 11.9% 13.4% 0.0% 67 60代 1.6% 9.7% 17.7% 25.8% 17.7% 12.9% 3.2% 8.1% 3.2% 62

70歳以上 12.2% 18.4% 20.4% 12.2% 4.1% 4.1% 6.1% 4.1% 18.4% 49 70歳以上 1.4% 16.4% 21.9% 26.0% 11.0% 6.8% 4.1% 4.1% 8.2% 73

9.1% 11.7% 15.4% 14.8% 11.1% 8.5% 6.3% 19.7% 3.4% 351 5.8% 12.3% 17.8% 20.1% 13.4% 9.7% 5.6% 12.5% 2.8% 359

男性 10代 55.9% 32.4% 2.9% 2.9% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 34 男性 10代 48.4% 19.4% 9.7% 12.9% 3.2% 0.0% 3.2% 0.0% 3.2% 31

20代 26.3% 26.3% 26.3% 5.3% 5.3% 5.3% 0.0% 5.3% 0.0% 19 20代 8.0% 44.0% 24.0% 8.0% 4.0% 4.0% 0.0% 4.0% 4.0% 25

30代 7.7% 17.9% 20.5% 10.3% 12.8% 2.6% 2.6% 20.5% 5.1% 39 30代 6.3% 31.3% 15.6% 21.9% 3.1% 6.3% 3.1% 12.5% 0.0% 32

40代 9.1% 30.3% 30.3% 18.2% 6.1% 3.0% 0.0% 3.0% 0.0% 33 40代 8.0% 36.0% 20.0% 20.0% 12.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 25

50代 10.9% 27.3% 32.7% 18.2% 5.5% 3.6% 0.0% 0.0% 1.8% 55 50代 7.3% 29.3% 39.0% 12.2% 2.4% 4.9% 2.4% 2.4% 0.0% 41

60代 12.7% 28.6% 34.9% 12.7% 4.8% 3.2% 3.2% 0.0% 0.0% 63 60代 5.1% 35.6% 33.9% 10.2% 8.5% 0.0% 0.0% 3.4% 3.4% 59

70歳以上 14.1% 35.9% 17.2% 10.9% 6.3% 3.1% 3.1% 0.0% 9.4% 64 70歳以上 17.0% 35.8% 24.5% 9.4% 5.7% 1.9% 0.0% 1.9% 3.8% 53

17.3% 29.0% 24.4% 12.1% 6.2% 2.9% 1.6% 3.3% 3.3% 307 13.5% 33.1% 25.6% 12.8% 5.6% 2.3% 1.5% 3.4% 2.3% 266

その他 50代 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1

H29：前回 【休日】家事・育児・介護　（年代別）

全体

女性　計

男性　計 男性　計

その他 計

【休日】家事・育児・介護　（年代別）

全体

女性　計

R4：今回

性別 年代 0時間
2時間
未満

4時間
未満

6時間
未満

8時間
未満

10時間
未満

12時間
未満

12時間
以上

無回答 回答者数 性別 年代 0時間
2時間
未満

4時間
未満

6時間
未満

8時間
未満

10時間
未満

12時間
未満

12時間
以上

無回答 回答者数

29.8% 4.9% 2.6% 4.6% 12.5% 25.5% 8.2% 4.9% 7.1% 658 27.6% 6.1% 2.9% 7.8% 12.3% 27.2% 8.9% 2.4% 4.8% 626

女性 10代 75.0% 2.5% 0.0% 0.0% 5.0% 12.5% 0.0% 0.0% 5.0% 40 女性 10代 61.1% 2.8% 5.6% 2.8% 8.3% 13.9% 2.8% 0.0% 2.8% 36

20代 6.5% 9.7% 3.2% 3.2% 9.7% 45.2% 19.4% 3.2% 0.0% 31 20代 2.8% 5.6% 0.0% 8.3% 16.7% 36.1% 19.4% 8.3% 2.8% 36

30代 13.7% 0.0% 2.0% 9.8% 17.6% 33.3% 13.7% 7.8% 2.0% 51 30代 6.4% 2.1% 2.1% 10.6% 14.9% 42.6% 14.9% 2.1% 4.3% 47

40代 10.9% 9.1% 0.0% 10.9% 27.3% 27.3% 7.3% 7.3% 0.0% 55 40代 10.7% 8.9% 1.8% 7.1% 21.4% 37.5% 8.9% 1.8% 1.8% 56

50代 15.5% 10.3% 5.2% 6.9% 17.2% 29.3% 6.9% 6.9% 1.7% 58 50代 6.1% 8.2% 2.0% 12.2% 26.5% 32.7% 10.2% 2.0% 0.0% 49

60代 43.3% 1.5% 3.0% 11.9% 9.0% 22.4% 1.5% 0.0% 7.5% 67 60代 50.0% 4.8% 4.8% 12.9% 6.5% 16.1% 1.6% 0.0% 3.2% 62

70歳以上 53.1% 6.1% 2.0% 2.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 34.7% 49 70歳以上 56.2% 8.2% 2.7% 9.6% 4.1% 2.7% 0.0% 0.0% 16.4% 73

31.1% 5.4% 2.3% 7.1% 12.8% 23.9% 6.3% 3.7% 7.4% 351 29.8% 6.1% 2.8% 9.5% 13.4% 24.2% 7.2% 1.7% 5.3% 359

男性 10代 58.8% 5.9% 2.9% 0.0% 11.8% 11.8% 0.0% 2.9% 5.9% 34 男性 10代 45.2% 9.7% 0.0% 6.5% 9.7% 9.7% 12.9% 0.0% 6.5% 31

20代 15.8% 0.0% 0.0% 5.3% 21.1% 42.1% 5.3% 10.5% 0.0% 19 20代 4.0% 0.0% 4.0% 4.0% 24.0% 40.0% 8.0% 12.0% 4.0% 25

30代 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 17.9% 38.5% 23.1% 17.9% 0.0% 39 30代 9.4% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3% 53.1% 21.9% 3.1% 0.0% 32

40代 3.0% 3.0% 3.0% 0.0% 9.1% 48.5% 15.2% 15.2% 3.0% 33 40代 12.0% 8.0% 0.0% 4.0% 8.0% 44.0% 16.0% 8.0% 0.0% 25

50代 7.3% 3.6% 0.0% 0.0% 12.7% 43.6% 21.8% 7.3% 3.6% 55 50代 12.2% 2.4% 2.4% 0.0% 2.4% 56.1% 19.5% 4.9% 0.0% 41

60代 31.7% 6.3% 4.8% 3.2% 14.3% 27.0% 7.9% 0.0% 4.8% 63 60代 27.1% 6.8% 3.4% 11.9% 13.6% 25.4% 5.1% 1.7% 5.1% 59

70歳以上 60.9% 4.7% 6.3% 3.1% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0% 20.3% 64 70歳以上 45.3% 7.5% 7.5% 7.5% 13.2% 5.7% 3.8% 0.0% 9.4% 53

28.3% 4.2% 2.9% 1.6% 12.1% 27.4% 10.4% 6.2% 6.8% 307 24.8% 6.0% 3.0% 5.6% 10.9% 30.8% 11.3% 3.4% 4.1% 266

その他 50代 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1

R4：今回 仕事　（年代別）

男性　計

その他 計

全体

女性　計

仕事　（年代別）

全体

女性　計

男性　計

H29：前回
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ｎ＝626（複数回答） 

（３）男性の家庭生活・地域活動への参加に必要なこと 

● 「職場の上司や周囲の理解」が最も多く、次に「夫婦や家族間でのコミュニケーショ 

ン」が多い。 

 

● 男女別では、女性は「職場の上司や周囲の理解」が、男性は「夫婦や家族間でのコミュ

ニケーション」が最も多い 

 

 

 
 

 

 

 

 

男性が女性とともに家庭生活（家事、子育て、介護等）や地域活動に積極的に参加して

いくためには、どのようなことが必要だと思いますか。 

（○は３つまで） 
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ｎ＝626 

（４）性別役割分担意識 

    ● 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方について、「反対・やや反対」

が約 6割で前回調査より約 10ポイント増加し、「賛成・やや賛成」は約 2割で前

回調査より 10 ポイント以上減少しており、性別による固定的役割分担意識に変

化がみられる。 

 

【夫は外で働き、妻は家庭を守るべき】 
○ 「反対・やや反対」と考える方が約 6 割で、特に女性はその割合が高い 

○ 「男は仕事、女は家庭」と考える方は約 2 割で、男性の方がやや高い 

○ 男性の約 2 割が「わからない」と回答しており、女性よりも高い 

 

 
 

 
 

性別 年代 賛成
どちらか
といえば

賛成

どちらか
といえば

反対
反対

わからな
い

無回答 回答者数 性別 年代 賛成
どちらか
といえば

賛成

どちらか
といえば

反対
反対

わからな
い

無回答 回答者数

5.6% 28.4% 26.4% 24.5% 11.4% 3.6% 658 全体 2.7% 19.0% 24.3% 35.6% 16.1% 2.2% 626

女性 10代 2.5% 17.5% 37.5% 27.5% 15.0% 0.0% 40 女性 10代 2.8% 8.3% 30.6% 52.8% 5.6% 0.0% 36

20代 3.2% 25.8% 38.7% 29.0% 3.2% 0.0% 31 20代 2.8% 8.3% 30.6% 47.2% 11.1% 0.0% 36

30代 3.9% 25.5% 27.5% 31.4% 11.8% 0.0% 51 30代 6.4% 8.5% 29.8% 42.6% 10.6% 2.1% 47

40代 3.6% 30.9% 20.0% 36.4% 9.1% 0.0% 55 40代 1.8% 16.1% 37.5% 33.9% 10.7% 0.0% 56

50代 1.7% 24.1% 29.3% 25.9% 17.2% 1.7% 58 50代 0.0% 14.3% 22.4% 44.9% 14.3% 4.1% 49

60代 4.5% 31.3% 35.8% 19.4% 6.0% 3.0% 67 60代 1.6% 17.7% 32.3% 37.1% 11.3% 0.0% 62

70歳以上 10.2% 30.6% 14.3% 18.4% 14.3% 12.2% 49 70歳以上 2.7% 28.8% 21.9% 26.0% 15.1% 5.5% 73

4.3% 27.1% 28.5% 26.5% 11.1% 2.6% 351 女性　計 2.5% 16.2% 29.0% 38.7% 11.7% 1.9% 359

男性 10代 5.9% 8.8% 38.2% 32.4% 11.8% 2.9% 34 男性 10代 6.5% 9.7% 16.1% 35.5% 29.0% 3.2% 31

20代 0.0% 26.3% 57.9% 10.5% 0.0% 5.3% 19 20代 4.0% 16.0% 24.0% 40.0% 16.0% 0.0% 25

30代 7.7% 17.9% 30.8% 33.3% 7.7% 2.6% 39 30代 0.0% 6.3% 12.5% 50.0% 31.3% 0.0% 32

40代 3.0% 18.2% 15.2% 33.3% 27.3% 3.0% 33 40代 4.0% 24.0% 28.0% 24.0% 20.0% 0.0% 25

50代 5.5% 25.5% 30.9% 18.2% 18.2% 1.8% 55 50代 4.9% 19.5% 17.1% 34.1% 24.4% 0.0% 41

60代 6.3% 44.4% 15.9% 17.5% 14.3% 1.6% 63 60代 1.7% 37.3% 16.9% 28.8% 10.2% 5.1% 59

70歳以上 14.1% 45.3% 9.4% 15.6% 1.6% 14.1% 64 70歳以上 1.9% 30.2% 17.0% 18.9% 26.4% 5.7% 53

7.2% 30.0% 24.1% 22.1% 11.7% 4.9% 307 男性　計 3.0% 22.9% 18.0% 31.6% 21.8% 2.6% 266

その他 50代 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1

その他 計 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1

R4：今回H29：前回 夫は外で働き、妻は家庭を守るべき　（年代別）

全体

女性　計

男性　計

夫は外で働き、妻は家庭を守るべき　（年代別）

あなたは、次のような考え方などについてどのように思いますか。 

（○はそれぞれ１つ） 
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ｎ＝626 

【妻が外で働く場合は、夫は家事育児等を分担すべき】 
○ 「賛成・やや賛成」と考える方が 8 割以上と高く、特に女性は 9 割近くいる 

○ 前設問と同様に「わからない」と回答した割合は、女性よりも男性が高い 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

性別 年代 賛成
どちらか
といえば

賛成

どちらか
といえば

反対
反対

わからな
い

無回答 回答者数 性別 年代 賛成
どちらか
といえば

賛成

どちらか
といえば

反対
反対

わからな
い

無回答 回答者数

52.7% 31.0% 4.0% 2.6% 6.4% 3.3% 658 55.4% 27.5% 1.9% 3.8% 9.4% 1.9% 626

女性 10代 50.0% 30.0% 10.0% 5.0% 5.0% 0.0% 40 女性 10代 55.6% 19.4% 0.0% 11.1% 13.9% 0.0% 36

20代 67.7% 16.1% 3.2% 3.2% 9.7% 0.0% 31 20代 61.1% 22.2% 0.0% 5.6% 11.1% 0.0% 36

30代 76.5% 19.6% 0.0% 2.0% 2.0% 0.0% 51 30代 72.3% 21.3% 0.0% 2.1% 2.1% 2.1% 47

40代 74.5% 18.2% 1.8% 0.0% 3.6% 1.8% 55 40代 78.6% 14.3% 1.8% 0.0% 5.4% 0.0% 56

50代 58.6% 27.6% 1.7% 0.0% 10.3% 1.7% 58 50代 55.1% 24.5% 2.0% 4.1% 10.2% 4.1% 49

60代 56.7% 38.8% 1.5% 1.5% 0.0% 1.5% 67 60代 71.0% 25.8% 0.0% 1.6% 1.6% 0.0% 62

70歳以上 40.8% 30.6% 2.0% 0.0% 6.1% 20.4% 49 70歳以上 56.2% 32.9% 0.0% 1.4% 4.1% 5.5% 73

60.7% 26.8% 2.6% 1.4% 4.8% 3.7% 351 64.6% 23.7% 0.6% 3.1% 6.1% 1.9% 359

男性 10代 44.1% 17.6% 8.8% 14.7% 14.7% 0.0% 34 男性 10代 35.5% 22.6% 6.5% 6.5% 25.8% 3.2% 31

20代 52.6% 26.3% 15.8% 0.0% 5.3% 0.0% 19 20代 44.0% 36.0% 0.0% 8.0% 12.0% 0.0% 25

30代 51.3% 30.8% 5.1% 0.0% 10.3% 2.6% 39 30代 59.4% 18.8% 0.0% 6.3% 15.6% 0.0% 32

40代 33.3% 39.4% 3.0% 3.0% 18.2% 3.0% 33 40代 40.0% 40.0% 12.0% 4.0% 4.0% 0.0% 25

50代 32.7% 49.1% 5.5% 5.5% 5.5% 1.8% 55 50代 43.9% 31.7% 4.9% 4.9% 14.6% 0.0% 41

60代 46.0% 44.4% 3.2% 0.0% 4.8% 1.6% 63 60代 42.4% 39.0% 5.1% 5.1% 5.1% 3.4% 59

70歳以上 48.4% 29.7% 4.7% 4.7% 4.7% 7.8% 64 70歳以上 39.6% 35.8% 0.0% 1.9% 18.9% 3.8% 53

43.6% 35.8% 5.5% 3.9% 8.1% 2.9% 307 43.2% 32.7% 3.8% 4.9% 13.5% 1.9% 266

その他 50代 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1

男性　計

R4：今回
妻が外で働く場合は、

夫は家事育児等を分担すべき　（年代別）
H29：前回

妻が外で働く場合は、
夫は家事育児等を分担すべき　（年代別）

全体

女性　計

全体

女性　計

男性　計

その他 計
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（５）職場における平等感  New 設問  

● 「募集・採用」、「賃金」、「研修等による人材育成の機会」、「昇格や昇進」のいず 

れの項目においても「平等」と回答した方が最も多い。 

 

● 性別ごとにみると、女性は「平等」と回答した方が男性より多く、男性は「男性 

優遇・やや男性優遇」と回答した方が女性より多い傾向にある。 

        

● 「昇格や昇進」において、不平等（男性優遇・やや男性優遇）を感じる割合が高く

なっている。 

 

【募集・採用】 
○ 「平等」と考える方が最も高く約 5 割で、女性の方がやや高い 

○ 「女性優遇・やや女性優遇」と考える割合は、男性よりも女性が高く、 

「男性優遇・やや男性優遇」と考える割合は、女性よりも男性が高い 

 

 

【賃金】 
○ 「平等」と考える方が最も高く約 5 割で、女性の方がやや高い 

○ 「男性優遇・やや男性優遇」と考える方は男女ともに 35％前後 

○ 「女性優遇・やや女性優遇」と考える方はほとんどいない 

 

※ 現在働いている人におたずねします。 

あなたの職場では、次の面で、男女が平等になっていると思いますか。 

（○はそれぞれ１つ） 

 

 

ｎ＝402 

ｎ＝400 
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【昇格や昇進】 
○ 「平等」と考える割合は、募集・採用や賃金に比べ約 10 ポイント低く 4 割を下回る 

○ 男女ともに「男性優遇・やや男性優遇」と考える方が 4 割以上いる 

 

 

【研修等による人材育成の機会】 
○ 「平等」と考える方が最も高く約 5 割で、女性の方がやや高い 

○ 「女性優遇・やや女性優遇」と考える割合は、男性よりも女性が高く、 

「男性優遇・やや男性優遇」と考える割合は、女性よりも男性が高い 

 
 

 

 

 

（６）男性の育児休業取得  New 設問  

○ 取得することを肯定的に考える方が約 9 割と非常に多く、否定的に考える方 

はほとんどいない。 

 

○ 「取得に賛成だが、実際には取りづらいだろう」と考える方が約 6割で最多。 

 

○ 男女に考え方の差異はみられない。 

 

あなたは、男性が育児休業を取得することについてどのように考えますか。 

（○は１つ） 

ｎ＝398 

ｎ＝395 



92 

 

ｎ＝392（複数回答） 

 

 

 

職場に起因する理由が多く、 

○ 男女ともに「職場に迷惑をかけるから」と考える方が 6 割を超えている 

○ 「職場に取得しやすい雰囲気がないから」と考える方も約 6 割と多い 

 

 

         

 

 

※ 「取得することには賛成だが、実施には取りづらいだろうと思う」と回答した方 

だけお答えください。 

実際には取りづらいだろうと思った理由は何ですか。（○は３つまで） 

ｎ＝626 
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ｎ＝626（複数回答） 

（７）女性の就労支援に必要なこと 

     

○ 「保育・介護サービスの充実」、「男女とも取得しやすい育児・介護休業制度」など、

家庭との両立支援策と回答した方が多い。 

     

○ 次いで「パートタイム・派遣労働などの雇用の安定や労働条件の整備」、「労働条件

の男女平等」など、働きやすい職場環境と回答した方が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の就労に対する企業や行政による支援としては、どのようなことが必要だと思い

ますか。（○は３つまで） 
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ｎ＝251 

（８）女性の管理職志向  New 設問  

    

○ 「なりたいと思う」と回答した方は約 2 割で、「なりたいとは思わない」と回答し

た方が 56.2％と半数を超えている。 

 

○ 年代別にみると、40代と20代で「なりたいと思う」と回答した割合が比較的高

い。40代では「なりたいと思う」との回答が4人に 1人いるが、一方で「なりたい

とは思わない」の回答割合も 6 割以上と高く、同年代でも二極化の傾向がみられ

る。50代では「なりたいとは思わない」との回答が多くなっている。 

       

 

 

 

 

 

 

※ 現在働いている女性、これから働きたいと思っている女性におたずねします。 

あなたは、キャリアを積んで管理職になりたいと思いますか。（○は１つ） 
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ｎ＝197（複数回答） 

○ 「仕事と家庭が両立できる職場環境」と「職務や責任に見合った給料の増」と考

える方が多い。 
 

 

 

   ○ 半数以上の方が「仕事と家庭を両立できる職場環境」と回答 

   ○ 約半数の方が「職責に見合う給料」と回答 

○ 特に 20 代、30 代は「職責に見合う給料」と回答した方の割合が 6 割以上と高い 

 

 

 

 

 

仕事と家庭
が両立でき
る職場環境

男性の家事・
育児・介護へ
の積極的参

加

職場に目標と
なる女性管
理職がいる

職場で人材
育成の機会

充実

職責に見合う
給料

どんな条件
でも目指した
いと思わな

い

その他 無回答 回答者数

女性 全体 56.9% 25.9% 12.2% 16.2% 48.2% 28.4% 3.6% 0.5% 197

10代 75.0% 40.0% 20.0% 25.0% 55.0% 15.0% 5.0% 0.0% 20

20代 73.1% 34.6% 19.2% 7.7% 61.5% 23.1% 0.0% 0.0% 26

30代 60.5% 28.9% 13.2% 18.4% 63.2% 21.1% 2.6% 2.6% 38

40代 58.5% 29.3% 7.3% 14.6% 46.3% 26.8% 4.9% 0.0% 41

50代 37.2% 9.3% 7.0% 16.3% 32.6% 39.5% 2.3% 0.0% 43

60代 52.2% 30.4% 17.4% 21.7% 43.5% 26.1% 8.7% 0.0% 23

70歳以上 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 83.3% 0.0% 0.0% 6

選択した人の割合　（年代別）

※ 「なりたいとは思わない」「わからない」と回答した方だけお答えください。 

あなたは、どんな条件であれば管理職になりたいと思いますか。（○は３つまで） 
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ｎ＝626 

（９）DV 等 

○ 女性は、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為、DV の被害を受けたこと 

がある方がそれぞれ 1割程度いる。 
            

 

 

 

 

 

 

あなたは、次のようなことを受けたり、見聞きしたことがありますか。 

（○はそれぞれ１つ） 

 

ｎ＝626 

ｎ＝626 
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ｎ＝626（複数回答） 

（１０）性的マイノリティの方への支援策  New 設問  

○ 「学校教育での幼少期からの理解促進」と回答した方が圧倒的に多い。 

 

○ 次いで「差別を禁止する法制度」「相談窓口」「更衣室やトイレ等」「居場所づくり」

と回答した方が多い。 

 

 
 

（１１）パートナーシップ制度  New 設問  

 

 

 

         

         ○ 導入に肯定的な考えの方（導入すべき・どちらかといえば導入した方がよい）

が 55.3％と過半数。一方で、否定的な考えの方（導入する必要はない・どちら

かといえば導入しなくてよい）は 16.5％となっている。また、約 4人に 1人は

「わからない」と回答している。 

 

○ 性別で比較すると、肯定的な考えは女性の方が多く、否定的な考えは男性の方

が多い。 

肯定的な考え…女性 60.7％、男性 48.2％ 

否定的な考え…女性  7.5％、男性 16.5％ 

 

○ 年代別では、年代が高くなるほど「わからない」との回答が多い。 

あなたは、性的マイノリティ（性的少数者）の方に対してどのような支援や対応策が必

要だと思いますか。（○は３つまで） 

 
 

同性同士のパートナーであることを行政が証明する「同性パートナーシップ制度」を導

入している自治体がありますが、あなたは、酒田市でも導入した方がよいと思います

か。（○は１つ） 
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ｎ＝626（複数回答） 

 

 

（１２）市が力を入れるべき施策 

 

 

 

○ 「子どもを産み育てやすい環境づくり（助成制度、産科医の充実等）」や「子ども

のときから学校での平等意識を育てる教育の充実」との回答が多い。 

 

○ 「育児・保育施設の充実」や「政策決定などへの女性参画・登用を促進」との回答

も比較的多い。 
 

 

あなたは、女性と男性が平等な立場で協力しあっていくために、酒田市として、どのよ

うなことに力を入れると良いと思いますか。（○はいくつでも） 

ｎ＝626 



資料10　相談窓口一覧

相談機関名称 電話番号 相談対応時間

警察（身の危険を感じる場合） 110 24時間

警察安全相談
（110番通報するほどの緊急性がない場合）

＃9110 または
0234-23-0110

24時間

ＤＶ相談ナビ
＃8008

（はれれば）

最寄りの相談窓口に電話を自動転送し
ます（相談は各機関の相談受付時間に
限ります）

ＤＶ相談＋（プラス）
0120-279-889

（つなぐ はやく）
電話・メール：24時間受付
チャット相談：12：00～22：00

性暴力に関するＳＮＳ相談
Ｃｕｒｅ　Ｔｉｍｅ（キュアタイム）

毎日17：00～21：00

酒田市男女共同参画推進センター「ウィズ」 0234-26-5616

月～金（祝日・年末年始を除く）
9：00～16：00
Mail
kyousei-with@city.sakata.lg.jp

酒田市子ども家庭センター 0234-24-0981
月～金（祝日・年末年始を除く）
9：00～17：15

山形県男女共同参画センター「チェリア」 023-629-8007

月～金　9：00～17：00
土・日・祝日　13：00～17：00
（第1・3・5月曜日、第3日曜日、年末
年始を除く）

配偶者暴力相談支援センター
（ＤＶ相談支援センター）
　山形県庄内総合支庁子ども家庭支援課

0235-66-4759
月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

男性ほっとライン 023-646-1181
第1・2・3水曜日
19：00～21：00（年末年始を除く）

女性の人権ホットライン
（山形地方法務局人権擁護課）

0570-070-810
月～金（祝日・年末年始を除く）
8：30～17：15

子ども女性電話相談
（山形県福祉相談センター）

023-642-2340
毎日　8：30～22：00
（年末年始を除く）

よりそいホットライン
　（一社）社会的包摂サポートセンター

0120-279-338 24時間

法テラス犯罪被害者支援ダイヤル 0570-079-714
月～金9：00～21：00
土9：00～17：00
（祝日、年末年始を除く）

特定非営利活動法人サポート唯 090-2366-8467 24時間

べにサポやまがた
（やまがた性暴力被害者サポートセンター）

023-665-0500
月～土10：00～19：00
（祝日、年末年始を除く）

　　酒田市男女共同参画推進センター ウィズ

　　　〒998-0044　酒田市中町3-4-5 交流ひろば内

　　　Tel　　0234-26-5616

　　　Mail　 kyousei-with@city.sakata.lg.jp

　　　URL　　https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/danjyo/index.html

■ＤＶ被害に関する相談窓口

酒田市男女共同参画センター「ウィズ」では、ＤＶ被害に限らず様々なお悩みに関する
相談をお受けしています。相談の入口として、お気軽にご相談ください。
なお、具体的・専門的な助言が必要な場合には、それぞれ専門的な相談窓口をご案内い
たします。

99



あなたらしく、わたしらしく。

酒田市 市民部 共生社会課

〒998-0044 酒田市中町三丁目4番5号（交流ひろば内）

Tel 0234-26-5616 Fax 0234-26-5617

Mail kyousei-with@city.sakata.lg.jp


